
 

 

議案第86号 

 

 

岸和田市有功者の表彰につき 

同意を求めるについて 

 

 

岸和田市有功者表彰条例第２条第１号及び第２号に該当する次の

者を表彰するにあたり、同条例第３条第１項の規定により議会の同

意を求める。 

 

 

 

 

 

令和２年８月25日提出 

 

 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平  



（50音順）

氏　　名 生　年　月　日

中　谷　 美和子

浪　井　 武　人

春　田 　五　月

山　中　 　　治

（基準別　50音順）

氏　　名 生　年　月　日

小　山　 藤　夫

　口　 利　彦

岸和田市有功者表彰条例第２条第１号該当者（叙勲・褒章関係者）

　住　　　所

岸和田市有功者表彰条例第２条第２号該当者

住　　　所

※　一般公開用の議案書においては、個人情報に関する内容は原則と
　　して非公開としています。

※　一般公開用の議案書においては、個人情報に関する内容は原則と
　　して非公開としています。
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氏　　名 住　　　　所 年齢 叙勲・褒章種別 受章年月日 業　績 事　　　　績 住民となった日 備考

中谷 美和子 瑞宝単光章 令和２年４月29日 看護業務功労 氏は、昭和54年に看護師として奉職以来、永年
にわたり看護業務の発展に多大な貢献をしてお
り、令和２年４月に瑞宝単光章を受章された。
人格見識共に高く、永年にわたり市政の発展に

尽力されるとともに、広く本市のまちづくりに貢
献された功績は誠に多大である。

※　一般公開用の議
案書においては、個
人情報に関する内容
は原則として非公開
としています。

浪 井 武 人 瑞宝単光章 令和２年４月29日 消防功労
　
氏は、昭和45年に消防士として奉職以来、尊い

生命と財産を災害から守るという崇高な理念を抱
き、岸和田市消防本部の幹部として、ただひたす
らに市民の安全を願いつつ歩まれ、令和２年４月
に瑞宝単光章を受章された。
人格見識共に高く、永年にわたり本市消防行政

の発展に尽力された功績は誠に多大である。

※　一般公開用の議
案書においては、個
人情報に関する内容
は原則として非公開
としています。

春 田 五 月 瑞宝単光章 令和２年４月29日 統計調査功労 氏は、昭和55年に国勢調査員として奉職以来、
永年にわたり統計調査業務の発展に多大な貢献を
しており、令和２年４月に瑞宝単光章を受章され
た。
人格見識共に高く、永年にわたり市政の発展に

尽力されるとともに、広く本市のまちづくりに貢
献された功績は誠に多大である。

※　一般公開用の議
案書においては、個
人情報に関する内容
は原則として非公開
としています。

山 中 治 藍綬褒章 令和元年11月３日 更生保護功績 氏は、平成８年に保護司として奉職以来、永年
にわたり更生保護の発展に多大な貢献をしてお
り、令和元年11月に藍綬褒章を受章された。
人格見識共に高く、永年にわたり市政の発展に

尽力されるとともに、広く本市のまちづくりに貢
献された功績は誠に多大である。

※　一般公開用の議
案書においては、個
人情報に関する内容
は原則として非公開
としています。

※　一般公開用の議案書においては、
　　個人情報に関する内容は原則として
　　非公開としています。

令和２年度　有功者表彰条例第２条第１号該当者（叙勲・褒章関係者）

50　音　順　　　　　　　　　
年齢は令和２年11月１日現在　

※　一般公開用の議案書においては、
　　個人情報に関する内容は原則として
　　非公開としています。

※　一般公開用の議案書においては、
　　個人情報に関する内容は原則として
　　非公開としています。

※　一般公開用の議案書においては、
　　個人情報に関する内容は原則として
　　非公開としています。
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基　準　別・50　音　順　　　
年齢は令和２年11月１日現在　

平成30年４月１日
～

令和２年３月31日

昭和59年４月１日
～

平成30年３月31日

平成26年４月１日
～

令和２年３月31日

昭和53年４月１日
～

平成26年３月31日

※　一般公開用の議案書においては、
　　個人情報に関する内容は原則として
　　非公開としています。

※　一般公開用の議案書においては、
　　個人情報に関する内容は原則として
　　非公開としています。

６年０月

16年４月

教 職 員 36年０月 ×10/35 10年４月

 口 利 彦

教 育 長 ６年０月 ×10/10

11年９月

市 職 員 34年０月 ×10/35 ９年９月

合 計 備　　　　考

特
　
別
　
職

小 山 藤 夫

副 市 長 ２年０月 ×10/10 ２年０月

令和２年度　有功者表彰条例第２条第２号該当者

基準 氏 名 住　　　　　所 年齢 公 職 名 在 職 期 間 在 職 年 月 換算率 換 算 年 月
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